
第  号議案

指定管理者の指定の件（大沢農業集落排水処理施設ほか）

次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する

指定管理者を指定する。 

令和５年２月13日提出 

神戸市長 久  元  喜  造

公の施設の名称 指定管理者 指定期間

大沢農業集落排水

処理施設 

神戸市長田区二葉町５丁目１番32号

神戸住環境整備公社・神鋼環境ソリ

ューション・神鋼環境メンテナンス

共同事業体 

代表者 一般財団法人神戸住環

境整備公社  

代表理事 三木 太志 

令和５年４月

１日から令和

６年３月31日

まで 

淡河農業集落排水

処理施設 

萩原農業集落排水

処理施設 

屛風農業集落排水

処理施設 

勝雄農業集落排水

処理施設 

和田農業集落排水

処理施設 

細田農業集落排水

処理施設 

黒田農業集落排水

処理施設 

常本農業集落排水

処理施設 

小寺農業集落排水

処理施設 

田井農業集落排水

処理施設 

新々田農業集落排

水処理施設 
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北古農業集落排水

処理施設 

平野印路農業集落

排水処理施設 

平野中村農業集落

排水処理施設 

神出西農業集落排

水処理施設 

神出東農業集落排

水処理施設 

岩岡農業集落排水

処理施設 

野中農業集落排水

処理施設 

西脇農業集落排水

処理施設 

神出南農業集落排

水処理施設 

広谷農業集落排水

処理施設 

吉生農業集落排水

処理施設 

寺谷農業集落排水

処理施設 

僧尾農業集落排水

処理施設 

中山・野瀬農業集

落排水処理施設 

 

理    由 

 排水処理施設の指定管理者の指定をするに当たり、議会の議決を経る必要があ
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るため。 
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第 113 号議案関連資料 

 

神戸市農業集落排水処理施設の指定管理者の指定について 

 

１．公の施設の名称 

神戸市農業集落排水処理施設（大沢農業集落排水処理施設 他 25 施設） 

 

２．指定管理者 

神戸住環境整備公社・神鋼環境ソリューション・神鋼環境メンテナンス共同事業体 

（構成団体：一般財団法人神戸住環境整備公社、 

株式会社神鋼環境ソリューション、神鋼環境メンテナンス株式会社） 

代表者 一般財団法人神戸住環境整備公社 理事長 三木 太志 

住所  神戸市長田区二葉町５丁目１番 32 号新長田合同庁舎８階 

 

３．指定期間 

令和５年４月１日～令和６年３月31日 

 

４．債務負担行為 

   期間：令和４年度～令和５年度  限度額：199,740 千円 

 

６．令和５年度予定額 

   199,740 千円（令和４年度指定管理料 179,243 千円） 

 

７．選定までのスケジュール 

選定評価委員会   令和４年 11月 11 日（金曜） 

 

８．選定理由 

神戸市農業集落排水処理施設は、令和６年度以降、施設の維持管理業務の見直

しを予定している。 

神戸市の公の施設の指定管理者制度運用指針において、「施設のあり方の検討、

施設の廃止及び大規模改修の予定により、現在の指定管理者を継続して指定する

（上限２年まで）場合」については、指定管理者の選定について公募によらず選

定が可能とされていること、及び財務状況や今後の事業計画を総合的に評価し、

これまで管理運営を担ってきた現在の指定管理者が最も安定的に実施できるこ

とから、経済観光局指定管理者選定評価委員会において、現在の指定管理者を候

補者として選定した。 
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〔施設の概要〕 

１．設立趣旨 

   農業用の用排水の水質保全・用排水施設の機能維持または農村の生活環境の改

善を図り、併せて公共用水域における水質保全に寄与することを目的として設置

した。  

２．所在地 

   神戸市西区、北区 26 地区（西区 19 地区、北区７地区） 

３．供用開始日 

   昭和 60 年 11 月１日（和田農業集落排水処理施設） 

４．規模構造、施設内容 

   構  造 汚水処理施設 鉄筋コンクリート造平屋建、地下１階 ほか 

   敷地面積 35,559 ㎡（処理場合計） 

延床面積  3,666 ㎡（処理場合計） 

５．利用状況 

   令和３年度処理戸数 3,980 戸 

   令和３年度処理水量 1,276,430 ㎥/年 
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